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第1章 雨水管理総合計画の概要 

1.1 雨水管理総合計画の内容と方針 

雨水管理総合計画の背景 

近年、降雨の局地化・集中化・激甚化や、急速な宅地化により浸水被害が多発化する状況

を踏まえ、平成 27年には下水道法を含む「水防法の一部を改正する法律」が公布され、ソ

フト・ハード両面から水害対策を強化する制度改正が行われた。これを受け、国は平成 29

年に「雨水管理総合計画策定ガイドライン」を策定し、都市の浸水被害を軽減するための当

面・中期・長期的な浸水対策の方針が整理された。さらに令和 3年には下水道法を含む「特

定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」が公布され、気候変動の影響による計

画雨水量の見直しや「流域治水」の実効性を高めることを目的とした制度改正が実施される

など、水害対策の強化が一層求められている。 

こうした国の制度改正や取組動向を踏まえ、全国の地方公共団体においては、当面、中期、

長期にわたり、浸水対策を実施すべき区域や対策目標を明確に示した「雨水管理総合計画」

を早期に策定することが求められている。 

 

雨水管理総合計画の目的 

本市では、これまでも雨水整備を進めてきたものの、全国と同様、降雨の局地化・集中化・

激甚化や急速な宅地化に伴い、近年は各地において浸水被害が頻発している状況であり、今

後、更なる治水対策の推進が求められている。これら対策の実施に際しては、「再度災害防

止」に加え、「事前防災・減災」、「選択と集中」等の観点から、地区別の浸水リスクを適切

に評価し、雨水整備の優先度の高い地域を中心に浸水対策を推進していく必要がある。 

そのため、本市において、当面、中期、長期にわたり、浸水対策を実施すべき区域や目標

とする整備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定める「雨水管理総合計画」の策定を

行う。 
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雨水管理総合計画の概要 

雨水管理総合計画の概要について下記に示す。 

 

項目 概要 

近年の雨水整

備の考え方 
近年では「再度災害防止」に加え「事前防災・減災」、「選択と集中」

等の観点から、浸水リスクを評価し、雨水整備の優先度の高い地域を中

心に浸水対策を推進されている。 

重点対策地区

における浸水

対策 

「下水道浸水被害軽減総合事業」では、主要駅周辺地区に代表されるよ

うな都市機能が集積しており整備区域内の浸水被害が大きい地区又は浸

水シミュレーションに基づき一定規模の浸水被害のおそれのある地区

（重点対策地区）に対しては、新たな対策目標を設け、ハード・ソフトを

組み合わせた総合的な浸水対策を支援している。 

未整備地区に

おける浸水対

策 

雨水の未整備地区が多く残っている地方都市等においては、「選択と集

中」の観点から浸水対策を実施すべき区域を明確化し、期間を定めて集

中的に実施することが求められている。 

既存ストック

の活用 
浸水被害の早期の解消・軽減のためには、浸水被害を想定し、限られ

た財源の中でストックを活用しつつ、浸水対策を実施することが求めら

れる。 

気候変動への

対応 
気候変動により将来の降雨量が増加することを考慮すると、整備が完

了した区域も含め、降雨量の増大に対応できるように事前防災の考え方

に基づいた整備を行う必要がある。 

雨水管理総合

計画の策定 
これらに対応するため、下水道による浸水対策を実施すべき区域や目

標とする整備水準（整備目標やハード対策の整備率等）、当面・中期・長

期の施設整備の方針等の基本的な事項を定める「雨水管理総合計画」を

策定する。 

策定の際の留

意点 
策定の際は、想定される被害の大きいところから計画的に下水道整備

を推進できるよう、地区ごとの浸水リスクを評価し、都市機能の集積状

況等に応じてメリハリのある整備目標をきめ細やかに設定する。 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（R3.11 改訂） 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（R3.11 改訂） 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（R3.11 改訂） 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（R3.11 改訂） 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（R3.11 改訂） 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（R3.11 改訂） 
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雨水管理総合計画の位置付け 

本計画は、下水道における雨水整備の方針を定めるものであり、市の上位計画である「福

津市まちづくり計画」に掲げられた将来像および目標像を実現するための分野別計画の一

つである（図 1.1）。また、国が示す雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）および市民

意見（パブリックコメント）を反映するとともに、他の下水道計画や関連する分野別計画と

の整合・調整を図ることで、市内全体で連携した計画とする。また、段階的整備（ハード対

策・ソフト対策）の実施にあたっては、必要に応じて国や県との連携を図り、効果的かつ経

済的な浸水対策の実現を目指す（図 1.2）。 

 

 

図 1.1 福津市まちづくり計画の構成 

出典：福津市まちづくり計画「まちづくり基本構想」（R1.9 策定） 

  

雨水管理総合計画は本区分に該当 
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図 1.2 雨水管理総合計画の位置づけ 
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計画内容と検討方針 

(1) 基礎調査 

①現地踏査 

対象区域の地域特性（地形･地勢、生活環境、道路状況、交通状況、河川水路状況、家屋

の状況、既存雨水関連施設の状況、主要地下埋設物状況、ライフラインの状況、地下空間の

利用状況等）の把握を行う。また、対象区域の土地利用形態の現況の把握を行う。 

 

②資料収集・整理 

下表の項目について、必要に応じて収集・整理を行う。 

表 1.1 収集資料リスト（例） 

項目 内容 

浸水被害実績 浸水被害実績の日時・場所、被害状況（浸水面積、床上床下戸数、浸水深、

浸水原因、被害の時間変化等）、水防活動状況等  

降雨記録 降雨観測点（消防等他部局の観測点も含む）の名称・所在地、地域の既往最

大降雨、浸水被害時の 10 分単位の時系列降雨量等  

河川水位 外水位（河川水位、潮位など）観測点の名称・所在地、浸水被害時の 1 時間

単位の時系列水位等  

雨水整備状況 雨水整備区域、各種施設の整備状況等  

下水道計画 下水道法事業計画書、一般平面図、排水区画割施設平面図、計画降雨諸元（整

備目標（確率年）、降雨強度式）、内水ハザードマップ、その他ハザードマ

ップに適用した降雨諸元（降雨時系列、総降雨量、降雨継続時間）等 

河川等整備状況 河川計画資料（計画諸元、図面等）、河川整備状況（現況整備計画、整備状

況等）、貯留・浸透施設の現況と計画（施設諸元、図面等）、その他の排水

施設（農業用排水路等）の現況と計画（施設諸元、図面等）等  

地形・地勢等状況 地形図（DM データ（デジタルマッピング））、標高図（LP デ一タ （航空レ

ーザー測量データ））、土地利用図（数値情報、図面等） 等  

水位計等の設置状況 水位計の位置・機種等 

評価指標に係る施設情報 地下街の有無（規模、位置等）、災害時要配慮者施設の有無（規模、位置等）、

公共交通施設の有無（駅等の位置、利用者数等）、資産（建物）の分布状況

（DM データ）、人口の分布状況（統計資料）等  

その他 浸水対策に係る地域の要望についての情報、地域防災計画等 

 

(2) 検討対象区域の設定  

現状または将来の土地利用の状況等を踏まえ、浸水被害の発生状況や浸水リスク、資産・

人口等の集積状況等を勘案し、雨水管理方針策定上の検討対象区域を設定する。 

なお、検討対象区域は主に市街地を対象とし、下水道による雨水排除を行う区域、対策に

より市街地の浸水軽減が見込める区域等、本市の状況に応じて設定する。 
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(3) 浸水リスクの想定 

浸水実績、内水ハザードマップ、浸水シミュレーション結果等により浸水の危険性を想定

する。 

 

(4) 地域ごとの雨水対策目標の検討 

①評価指標の設定と評価 

雨水対策目標を定めるため、浸水実績箇所数、資産分布、人口分布、浸水危険度や地下施

設箇所数等により評価指標を設定する。設定した評価指標を用いて、地域ごとの重要度の評

価を行う。 

 

②地域ごとの対策目標 

浸水リスク等の評価に応じ、対策目標を検討する。 

 

③浸水対策実施区域の設定 

浸水対策を実施すべき区域は、浸水被害の発生状況や浸水リスク、資産・人口の集積状況

等を勘案して設定する。また、雨水対策を優先的に実施すべき区域を重点化するため、重点

対策地区、一般地区等の区域分けについても検討する。 

 

④実施区域外の位置付けの検討 

対策実施区域外については、他部局が管理する既存水路等で対応するなど、取り扱い方法

について、関連部局の状況を踏まえ、その位置づけを検討する。 

 

(5) 段階的対策方針の策定 

当面・中期・長期の段階に応じた対策メニュー案について、地域の状況に応じて考えられ

る対策を抽出する。 
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第2章 基礎調査 

2.1 地形・地勢 

本市は、福岡県の北部に位置し、北は宗像市、南東は宮若市、南は古賀市に隣接する。

市の東側は、福岡県を東西に分ける三郡山地の北端部で構成されており、この山地を東の市

境として、西側に玄界灘が広がり、その中央に渡半島の隆起した地形を配している。 

津屋崎地域は、市の境界となる名児山、桂岳、大石山、対馬見山、在自山等の山地から

海へと傾斜が続く地形となっている。 

福間地域は、本木山や冠山等の山地から西流する西郷川や手光今川等の河川に沿った傾

斜地形を形成している。上流部は尾根と谷が複雑に入り組んだ地形となっており、各谷から

の流れが合流する中流部では川沿いに細長い平地が形成され農耕が営まれている。さらに、

河口付近を中心に大きく広がる平地部では市街地が形成されている。 

 

 
図 2.1 福津市位置図 

出典：国土地理院地図に基づき編集 

 

 
図 2.2 福津市の地形 

出典：福津市「第 2次福津市都市計画マスタープラン（R4.10 改訂）」 

福津市「福津市景観計画」  

福津市 

古賀市 

宗像市 

手光今川 

西郷川 

在自川 

中川 
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河川 

福間地区では、二級河川の西郷川が南東部の山林を水源とし、中小の支流を集めて市街

地を貫き玄界灘に注いでいる。さらに、福津市全域には、手光今川、在自川、須多田川、奴

山川などの小河川や、水田の中を流れる農業用水路が分布している。各河川の上・中流域に

は多くの農業用ため池が点在しており、市東部には久末ダムが設置されている（図 2.3・図 

2.4）。 

 

 
図 2.3 河川の位置図（津屋崎地区） 
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図 2.4 河川の位置図（福間地区） 

 

 

  

久末ダム 

苅目川 

※下水道計画において、 

ぞれぞれ雨水幹線として位置づけられている。 
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ため池 

本市が有する約 115 箇所のため池の内、91 箇所が「防災重点ため池」に指定されている。 

ため池は、農業用水を確保するために人工的に造成された池であり、生物の生息・生育

の保全、降雨時における洪水調整としての雨水一時貯留、土砂流出の抑制など、多面的な機

能を有している。一方で、豪雨による決壊で人的被害を含む甚大な被害が発生していること

から、ため池における防災工事の必要性が指摘されている。 

国では、令和 2 年度に「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措

置法」を制定し、防災重点農業用ため池に係る防災工事等を推進することを目的とし、財政

支援や技術支援を行うこととしている。 

 

 

図 2.5 福津市防災重点ため池ハザードマップ  
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調整池 

福津市の有する調整池の位置図を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.6 調整池の位置図（津屋崎処理区） 
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図 2.7 調整池の位置図（福間処理区） 
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2.2 都市計画及び土地利用状況 

都市計画区域、区域区分、用途地域 

本市は、平成 17年に 2町の合併により誕生したため、2つの異なる都市計画区域が併存

している。また、平成 28年に福間町都市計画区域が福岡広域都市計画に編入された一方で、

津屋崎都市計画区域は区域区分の無いまま現在に至るなど、地域や区域によって異なる都

市計画が定められている（線引き区域は全体の約 36％を占める）。 

福津市における現在の都市計画区域を表 2.1、図 2.8に示し、用途地域の指定状況図を

図 2.9に示す。 

 

表 2.1 都市計画の区域区分 

 
出典：福津市 HP「令和 3年度版 福津市環境白書」 

 

 

図 2.8 都市計画の区域区分 

出典：福津市 HP「第 2次 福津市都市計画マスタープラン」 
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図 2.9 用途地域の指定状況図 

出典：福津市 HP「福津市地図サービス」 
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「都市計画区域」 

都市計画を定めるエリアを「都市計画区域」に、そしてそれ以外のエリアを「都市

計画区域外」として分ける。市町村という小さな行政単位ではなく、より広域のエリ

アで街づくりを考えるため、都道府県単位で計画を立てる。決定するのは都道府県知

事になる。 

 

「区域区分」 

「都市計画区域」を、さらに細かく「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」

の 3 つに分けて計画する。 

「市街化区域」とは、既に市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優

先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。この区域では、用途地域を定めて土

地利用のコントロールを行い、道路、公園、下水道などの都市施設の整備を行なう。 

「市街化調整区域」とは、市街化を抑制すべき区域をいい、農業の振興や自然環境

の保全を図るもので、この区域では都市施設の整備は優先的には行われない。また、

一定の条件を満たす場合のほかは、開発行為や建築行為は原則として認められない。 

都市計画区域は線引きを行った「市街化区域」と「市街化調整区域」、線引きが行

われなかった空白の地域「非線引区域」のいずれかに分けられ、都道府県知事が決定

する。 

 

「用途地域」 

市街化区域内は、土地の利用の方法（用途）によって住宅地、商業地、工業地の大

きく 3 つに分けられるが、さらに細かく分類した 13 種類の地域に分けられる。これ

が「用途地域」である。 

それぞれの用途地域では建築できる建物の種類が細かく規制されている。市街化

区域だけでなく、「準都市計画区域・非線引区域」も用途地域を定めることができる。 

用途地域については、市町村が決定する。 
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土地利用状況 

本市の土地利用状況を、表 2.2に示す。下表より、市全体の面積に占める宅地面積の割

合が年々上昇していることが確認できる。一方で、農用地の割合は年々減少していることが

わかる。 

 

表 2.2 土地利用の割合 

 

出典：福津市 HP「令和 3年度版 福津市環境白書」 
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2.3 下水道計画 

排水区 

本市は、表 2.3に示す 19 排水区に分かれている。また、排水区別の計画流出係数は、下

表に示すとおり 0.55～0.60 であり、0.55 の排水区が多くを占めている。 

なお、四角排水区、上西郷排水区の（0.60）は、駅東土地区画整理事業区域内の流出係数

を示しており、不透水面の増加による直接流出量の増加を考慮した計画と考えられる。 

 

表 2.3 排水区別面積及び流出係数（H30 事業計画） 

 

出典：福津市「H30 福津市公共下水道事業計画（変更） 協議申出書」 
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一般平面図および区画割平面図 

福津市事業計画における雨水の一般図および区画割施設平面図を以下に示す。なお、区

画割一般平面図については、1/9 枚目のみ抜粋して示す。 

 

 

図 2.10 下水道計画一般図 雨水（福間排水区） 
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図 2.11 下水道計画一般図 雨水（津屋崎処理区） 
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降雨強度式等 

既存の福津市公共下水道事業計画の降雨強度式等を下記に整理する。なお、第 4 章にて

降雨強度式を見直す。 

 

（１） 雨水流出算定式 

本市においては、雨水流出量の算定式に合理式を用いている。合理式は流達時間に等しい

降雨継続時間に対応する降雨強度を確立降雨強度式より求め、その降雨強度の雨が排水区

に一様に降り、流出係数に応じて雨水が流出した場合に最大雨水流出量になるものとして、

次式より算出する方式である。したがって、計画排水区域の都市計画、降雨特性等を的確に

式に組み込んでおり、現時点では最大雨水流出量の算定に最も適した方法である。 

 

 

 

（２） 確率降雨強度式と確率年 

合理式における降雨強度式の式型にはタルボット型、シャーマン型、久野・黒石型等が

ある。本市では、一般に最も多く用いられており、また、既存の都市下水路事業でも用い

られたタルボット型を採用する。 

 

 降雨強度公式の式型：タルボット型  
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１） 福間処理区 

降雨強度式の確率年について、設計指針では「原則として 5～10 年とする」と示さ

れており、市民の貴重な生命・財産の保全、浸水頻度の減少を目的として 10 年と

している。 

 

降雨強度公式の確率年：10 年 

 

降雨強度公式については、平成 5 年度および平成 12 年度の福間町公共下水道全体

計画見直しの際に見直されていることから、それぞれの降雨強度公式を比較するこ

とで決定している。 

 

 降雨強度公式：I =
 ,   

ｔ＋  
（60 分降雨量 53.9 ㎜/時）  

 

２） 津屋崎処理区 

降雨強度式の確率年について、設計指針では「原則として 5～10 年とする」と示さ

れており、本処理区においては、近年、浸水による被害がないことから確率年を 5

年としている。 

 

 降雨強度公式の確率年：5 年  

 

降雨強度公式については、1949 年～1988 年のデータをもとに特性係数法を用いて

決定した。 

 

 降雨強度公式：I =
 ,   

ｔ＋  
（60 分降雨量 50.0 ㎜/時）  
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2.4 河川整備状況等 

本市の主な河川は下表に示す 5 河川である。この内、下水道計画の雨水排水区域内に位

置する「西郷川」および「手光今川」について河川整備状況の整理を行う。 

 

表 2.4 福津市における主な河川 

 

出典：福津市 HP「福津市地域防災計画（R5.3）」 
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2.5 評価指標に係る施設情報 

災害時用配慮者施設・公共交通施設 

各排水区における災害時用配慮者施設の有無（規模、位置等）、公共交通施設の有無（駅

等の位置、利用者当）等の分布状況について整理する。以下に福津市における災害時用配慮

者施設の位置図を示す。 

 

図 2.12 災害時要配慮者施設位置図 

※福津市防災マップに基づき作成 
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防災拠点 

各排水区における防災拠点（市役所・消防署・避難所・公民館）の有無および分布状況

について整理する。以下に福津市における防災拠点の位置図を示す。 

 

図 2.13 防災拠点位置図 

※福津市防災マップに基づき作成 
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2.6 浸水被害実績 

過年度の報告書にて整理された浸水被害実績および直近に発生した浸水被害に基づき、

浸水被害状況を整理した。 

浸水被害状況を表 2.6に、浸水被害の実績箇所を図 2.14～図 2.19にまとめた。 

 

表 2.5 浸水被害実績の根拠資料一覧 

資料名称 年度 

在自川冠水対策基本設計業務 報告書 平成 23 年 3 月 

苅目川外雨水基本計画策定業務 報告書 平成 25 年 3 月 

井尻川排水区浸水対策検討業務委託 報告書 平成 29 年 2 月 

2024～2025 年の浸水箇所 ― 

 

表 2.6 浸水被害状況一覧 

 

  

床下浸水 床上浸水 合計

H11.6.29 － 苅目川 7 5 12 －

H15.7.11 － 苅目川 6 0 6 －

H19.7.2 － 苅目川 8 0 8 －

H19.7.2 集中豪雨 井尻川 － － － 道路冠水

H19.9.15 － 苅目川 8 0 8 －

H20.8.9 集中豪雨 苅目川 1 8 9 花見73号線道路冠水により通行止め

H21.7.3 集中豪雨 苅目川 8 － 8 －

H21.7.24 集中豪雨 津屋崎 12 0 12 道路冠水

H21.7.24 集中豪雨 井尻川 － － － 道路冠水

H21.7.24 集中豪雨 苅目川 5 － 5 －

H24.7.16 集中豪雨 苅目川 21 0 21 花見73号線道路冠水により通行止め

H24.7.16 集中豪雨 井尻川 － － － 道路冠水

H25.7.3 集中豪雨 苅目川 4 － 4 －

R5.7.1 集中豪雨 苅目川 1 － 1 －

R6.7.1 集中豪雨 井尻川 － － － 道路冠水

R6.7.1 集中豪雨 福間 － － － 道路冠水

R6.7.1 集中豪雨 苅目川 － － － 道路冠水

R6.7.1 集中豪雨 桜川 － － － 道路冠水

R6.7.1 集中豪雨 寺溝 － － － 道路冠水

R6.7.1 集中豪雨 中川 － － － 道路冠水

R6.7.1 集中豪雨 津屋崎 － － － 道路冠水

R6.9.11 集中豪雨 井尻川 － － － 原町雨水幹線などで道路冠水

R7.8.9～R7.8.12 集中豪雨 苅目川 3 37 40 その他排水区でも道路冠水など

排水区気象要因浸水発生日
被害状況別件数

備考
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図 2.14 浸水被害の実績箇所図（苅目川排水区） 

 

 

図 2.15 浸水被害の実績箇所図（井尻川排水区） 

 

：浸水範囲（全浸水被害同一範囲） 

：浸水範囲（H19～H24） ：浸水範囲（R6.7.1） 

：浸水範囲（R6.9.11） 
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図 2.16 浸水被害の実績箇所図（寺溝排水区・福間排水区・手光排水区） 

 

 

図 2.17 浸水被害の実績箇所図（桜川排水区） 

  

：浸水範囲（R6.7.1） 

：浸水範囲（R6.7.1） 
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図 2.18 浸水被害の実績箇所図（中川排水区） 

 

 

図 2.19 浸水被害の実績箇所図（津屋崎排水区） 

  

：浸水範囲（R6.7.1） 

：浸水範囲（H21） ：浸水範囲（R6.7.1） 
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■（参考）令和６年度に発生した浸水被害状況写真 

 

◇手光排水区における浸水被害状況（2024.7.1） 

① 

 

 

◇井尻川排水区・原町雨水幹線における浸水被害状況（2024.9.11） 

① ② 

  

③ ④ 
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⑤ ⑥ 

  

⑦ ⑧ 

  

◇浸水被害状況（2024.11.1） 

① ② 

  

③ ④ 
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■（参考）令和 7年度 8月 9日～12 日に発生した浸水被害状況 

令和 7 年 8 月 9 日～12 日にかけての豪雨により、各排水区で発生した浸水被害箇所を以

下より示す。各箇所では、過年度までの浸水実績範囲を超えて被害が拡大している区域や、

四角排水区や手光排水区など、新たに浸水被害が発生した区域が確認された。 

 

 
図 2.20 R7.8 浸水被害の実績箇所図（苅目川排水区） 

 

 
図 2.21  R7.8 浸水被害の実績箇所図（井尻川排水区） 
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図 2.22 R7.8 浸水被害の実績箇所図（寺溝・手光・四角排水区） 

 

 

図 2.23 R7.8 浸水被害の実績箇所図（津屋崎排水区） 
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2.7 降雨記録 

降雨観測地点 

本市周辺の雨量観測地点（気象庁）は、図 2.24に示すとおり、宗像・篠栗・福岡の３箇

所に分布している。本調査では、福津市より最も距離の近い宗像観測所の降雨データと、事

業計画における降雨強度を設定する際のベースとしている福岡観測所の降雨データについ

て整理する。なお、篠栗観測所は 2009 年 11 月 20 日までの観測データであるため今回の整

理からは除外する。 

 

 

 

図 2.24 福岡県における降雨観測地点（気象庁） 

出典：気象庁 HP 

 

  

福津市 
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浸水発生時の降雨観測記録 

浸水被害が発生した際の雨量データとして、宗像観測所および福岡観測所にて観測され

た雨量データについて、表 2.7に整理した。浸水発生日における各観測所のデータを比較

すると、宗像観測所の降雨量が福岡観測所の降雨量に比べ、全体的に高い値を示しているこ

とから、福津市における実際の降雨状況に比較的近いデータであると考えられる。 

 

表 2.7 浸水発生日の降雨データ（H11～R7） 
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■浸水発生時の降雨データに関する考察 

過年度に浸水が発生した日を対象に、宗像観測所で観測された降雨データに基づき、各

データの総降雨量を縦軸、60分最大降雨量を横軸とした散布図を以下に示す。 

本図より、浸水発生時の降雨には以下の特徴が確認できる。 

  総降雨量はそれほど多くないものの、60 分最大降雨量が大きいケース（R6.7.1） 

  60 分最大降雨量は比較的小さいが、総降雨量が多いケース（R6.11.1～R6.11.2） 

  両データがともに多いケース（H21.7.24～H21.7.25、R7.8.9～R7.8.12） 

 

なお、今年度浸水が発生した際の降雨（R7.8.9～R7.8.12）に関しては、散布図上で過

年度事象に比べて右上側に位置しており、60 分最大降雨量が相対的に大きく、特に総降雨

量が顕著に多いことが確認できる。また、気象庁の発表によると、福津市付近において約

110mm/時の降雨が確認されており、短期間に強い雨が集中していたことが確認できる。 

このため、今年度浸水が発生した際の降雨（R7.8.9～R7.8.12）は、60 分最大降雨量お

よび総降雨量の両観点から、過年度に比べて突出した降雨であったことが確認できる。 

 

 
図 2.25 浸水発生時における総降雨量および 60 分最大降雨量 

 

 
福岡管区気象台「災害時気象資料」（令和 7 年 8 月 13 日）より抜粋 



第 2章 基礎調査 

2-30 
 

2.8 その他排水施設 

下水道以外の排水機場として、「津屋崎第 1 排水機場」がある。次のページより資料を抜

粋する。 
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2.9 流域治水プロジェクト 

北九州・宗像圏域の流域治水プロジェクトを次のページより抜粋する。福津市としては、

「釣川水系」「手光今川水系」「西郷川水系」が該当する。 
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第3章 検討対象区域の設定 

現状または土地利用の状況等を踏まえ、浸水被害の発生状況や浸水リスク、資産・人口

等の集積状況等を勘案し、雨水管理方針策定上の検討対象区域を設定する。 

検討対象区域は「主に市街地を対象とし、下水道による雨水排除を行う区域、対策によ

り市街地の浸水軽減が見込める区域等、本市の状況に応じて設定する」こととされている。 

本市においては、既存の下水道区域全域が都市計画区域もしくは準都市計画区域内に位

置しており、また、過去の浸水実績もその範囲内で発生していることから、雨水の下水道区

域全域を対象とする。 

なお、勝浦地区など雨水の下水道区域外に集落もある。これらの区域は下水道事業で雨

水整備をしないため庁内で十分に調整し必要に応じてハード対策を行い、ソフト対策は市

内全域で共通する内容を実施する方針とする。 
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第4章 計画降雨の見直し 

福津市では以下の方針で降雨強度式を見直す。 

  福津市内には二つの降雨強度式があり、今後は市内で同一の降雨強度式を用いる。 

  近年の降雨の激甚化に対応するため、気候変動に対応した計画降雨となるように降

雨変動率を見込む。 

 

降雨量変化倍率を算定する際に参考にした気候変動予測モデルが 1951 年から 2010 年ま

でであることから、これと同じ期間を用いて計画降雨を見直す。 

 

4.1 降雨強度式の見直し 

既計画の整理 

福津市の計画降雨は、福間処理区と津屋崎処理区で違う計画降雨を採用している。各処

理区の計画降雨を表 4.1に整理する。 

 

表 4.1 福津市の計画降雨 

処理区 福間処理区 津屋崎処理区 
式 タルボット式 タルボット式 
確率年 10 年 5 年 
参照した観測所 福岡観測所 福岡観測所 
収集した降雨期間 1950～1989 年（40 年） 1949～1988 年（40 年） 
降雨強度式 I＝4,800/（t＋29） 

60 分降雨量 53.9mm/h 
I＝4,350/（t＋27） 
60 分降雨量 50.0mm/h 
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実績降雨の整理 

今回検討において、計画降雨の妥当性の確認を行う。下記の雨水管理総合計画策定ガイ

ドラインにある通り、1951 年から 2010 年までのデータを用いて算定する。なお、福津市

全体計画・事業計画は福岡観測所のデータを使用しており宗像観測所では 2010 年以降で

しか 1 時間降雨と 10 分間降雨の両データが存在しないため、今回検討でも福岡観測所を

採用する。 

 

 
出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン_R3.11 改訂に加筆 
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国土技術政策研究所にて公開されている「降雨量トレンド検定結果データベース」に

て、福岡観測所は観測開始期間 1937 年から 2009 年まで降雨が定常であることを確認し

た。 

 

出典：降雨量トレンド検定結果データベース 
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降雨強度式の見直し 

ガイドラインに示されている 1951 年から 2010 年の内、2010 年のみ非定常となる結果

だった。そのため、1951 年から 2009 年の 59 個のデータを用いて検討を行い、表 4.2と

表 4.3に各確率年の降雨強度算定結果を、表 4.4と図 4.1に降雨記録とトーマスプロッ

トの整理結果を示す。 

表 4.2 各確率年における降雨強度 

 

 

表 4.3 タルボット式の降雨強度式算定結果 

 

  

10分 60分
1 93.8 40.4
2 105.0 46.8
3 111.9 50.8
4 116.8 53.7
5 120.8 56.1
6 124.0 58.0
7 126.7 59.7
8 129.0 61.1
9 131.1 62.3

10 133.1 63.6
15 140.2 68.0
20 145.3 71.2
30 152.3 75.7
40 157.3 78.9
50 160.7 81.1
100 172.2 88.7

10年確率
I = 4,800/t+29

123.1 53.9

 備考：既計画の降雨強度式

福岡観測所

確率年
降雨継続時間

1 3 5 7 10 30 50

I N
10 93.8 111.9 120.8 126.7 133.1 152.3 160.7

I N
60 40.4 50.8 56.1 59.7 63.6 75.7 81.1

β N
10 2.322 2.203 2.153 2.122 2.093 2.012 1.982

b 28 32 33 35 36 39 41

a’ 88 92 93 95 96 99 101

N年確率

降雨強度式 I
=R･a'／t+b

8191 / t + 417494 / t + 396106 / t + 365672 / t + 355217 / t + 334674 / t + 323555 / t + 28
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表 4.4 降雨記録並びにトーマスプロット値と降雨強度の整理 

 

10分降雨量 10分降雨強度 60分降雨強度 順位 Thomasプロット値 10分降雨強度 60分降雨強度

(mm/min) (mm/hr)  (mm/hr) （ｊ） P=(ｊ)／(n+1) (mm/hr)  (mm/hr)

1951 12.5 75.0 40.3 1 0.01667 141.0 96.5

1952 12.2 73.2 20.8 2 0.03333 141.0 79.5

1953 19.5 117.0 63.3 3 0.05000 139.2 73.2

1954 17.8 106.8 34.8 4 0.06667 138.0 71.5

1955 16.0 96.0 40.0 5 0.08333 132.0 68.0

1956 18.8 112.8 42.9 6 0.10000 132.0 63.3

1957 22.0 132.0 73.2 7 0.11667 129.0 61.5

1958 15.5 93.0 41.9 8 0.13333 126.0 53.8

1959 10.3 61.8 26.5 9 0.15000 126.0 53.5

1960 18.6 111.6 50.9 10 0.16667 123.6 53.5

1961 15.0 90.0 32.4 11 0.18333 120.0 52.0

1962 23.2 139.2 51.0 12 0.20000 120.0 52.0

1963 20.0 120.0 53.8 13 0.21667 117.0 51.0

1964 13.2 79.2 27.8 14 0.23333 114.0 50.9

1965 20.6 123.6 32.3 15 0.25000 114.0 49.5

1966 13.4 80.4 39.2 16 0.26667 112.8 47.5

1967 15.8 94.8 41.6 17 0.28333 111.6 46.5

1968 11.5 69.0 25.5 18 0.30000 111.0 46.5

1969 12.5 75.0 28.5 19 0.31667 111.0 45.5

1970 14.0 84.0 24.0 20 0.33333 108.0 45.0

1971 9.5 57.0 27.0 21 0.35000 108.0 43.0

1972 13.5 81.0 34.0 22 0.36667 108.0 42.9

1973 19.0 114.0 41.5 23 0.38333 108.0 42.0

1974 16.5 99.0 26.0 24 0.40000 106.8 42.0

1975 16.0 96.0 32.5 25 0.41667 99.0 42.0

1976 15.5 93.0 35.5 26 0.43333 96.0 41.9

1977 12.0 72.0 35.5 27 0.45000 96.0 41.6

1978 12.0 72.0 43.0 28 0.46667 96.0 41.5

1979 11.5 69.0 52.0 29 0.48333 94.8 41.0

1980 18.0 108.0 46.5 30 0.50000 93.0 40.3

1981 15.5 93.0 39.5 31 0.51667 93.0 40.0

1982 19.0 114.0 52.0 32 0.53333 93.0 39.5

1983 21.5 129.0 46.5 33 0.55000 93.0 39.5

1984 18.0 108.0 53.5 34 0.56667 90.0 39.5

1985 20.0 120.0 49.5 35 0.58333 90.0 39.2

1986 21.0 126.0 42.0 36 0.60000 90.0 38.5

1987 15.5 93.0 34.0 37 0.61667 84.0 38.0

1988 13.0 78.0 34.5 38 0.63333 81.0 35.5

1989 11.5 69.0 33.5 39 0.65000 81.0 35.5

1990 10.0 60.0 26.0 40 0.66667 80.4 34.8

1991 22.0 132.0 53.5 41 0.68333 79.2 34.5

1992 10.0 60.0 45.5 42 0.70000 78.0 34.5

1993 15.0 90.0 42.0 43 0.71667 78.0 34.0

1994 13.5 81.0 34.5 44 0.73333 78.0 34.0

1995 16.0 96.0 47.5 45 0.75000 78.0 33.5

1996 13.0 78.0 24.5 46 0.76667 75.0 32.5

1997 23.5 141.0 96.5 47 0.78333 75.0 32.4

1998 21.0 126.0 68.0 48 0.80000 73.2 32.3

1999 18.5 111.0 79.5 49 0.81667 72.0 28.5

2000 13.0 78.0 38.5 50 0.83333 72.0 27.8

2001 12.0 72.0 42.0 51 0.85000 72.0 27.0

2002 11.5 69.0 39.5 52 0.86667 69.0 26.5

2003 18.5 111.0 61.5 53 0.88333 69.0 26.5

2004 13.0 78.0 26.5 54 0.90000 69.0 26.0

2005 18.0 108.0 39.5 55 0.91667 69.0 26.0

2006 15.0 90.0 45.0 56 0.93333 61.8 25.5

2007 23.5 141.0 38.0 57 0.95000 60.0 24.5

2008 18.0 108.0 41.0 58 0.96667 60.0 24.0

2009 23.0 138.0 71.5 59 0.98333 57.0 20.8

年度
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図 4.1 トーマスプロット 
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 今回検討結果は以下に示す。表 4.5に今回検討の降雨強度算定結果と既計画との比較を

示す。 

 

 降雨強度式（5 年確率） 

 𝐼 =
5,217

𝑡 + 33
 （60 分降雨 56.1 mm/hr） 

 降雨強度式（10 年確率） 

 𝐼 =
6,106

𝑡 + 36
 （60 分降雨 63.6 mm/hr） 

𝐼：降雨強度（mm/hr） 

𝑡：流達時間（min） 

 

表 4.5 今回検討結果と既計画の比較 

 
 

 今回の検討結果は、既計画値に比較して降雨強度が高い値を示している。その理由を以

下に推察する。 

  近年各地で豪雨が多発しており、今回検討は 2009 年までのデータを使用しているた

め降雨強度が高い期間の割合が大きく、算出する降雨強度式が大きくなったと考えら

れる。 

  

10分降雨 60分降雨

5年 120.8 56.1

10年 133.1 63.6

全体計画（福間） 123.1 53.9

全体計画（津屋崎） 117.6 50.0

福岡県（福岡ブロック）
短時間降雨強度式

111年間

（1909年～2019年）
10年 116.8 58.1

苅目川外雨水基本計画
50年間

（1962年～2012年）
10年 129.0 64.6

40年間

（1949年～1988年）
5年

降雨強度
降雨強度式データ対象範囲 確率年

40年間

（1950年～1989年）
10年

59年間

（1951年～2009年）
今回検討

𝐼 =
6,106

𝑡 + 36

𝐼 =
4,800

𝑡 + 29

𝐼 =
4,350

𝑡 + 27

𝐼 =
6,460

𝑡 + 40

𝑟  =
1,388

𝑡  .   + 6.97

𝐼 =
5,217

𝑡 + 33
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以下の理由により、今回検討した降雨強度式を採用する。 

  ガイドラインに則り、降雨の定常性を反映した収集期間となっている。 

  既計画の降雨強度式と比較すると今回検討した降雨強度式の方が大きく、近年の降雨

状況を適切に反映できていると考える。 

 

よって、I＝6,106/（t＋36）60 分降雨量 63.6mm/h を今回計画値として採用する。 

 

表 4.6 福津市の計画降雨 

地区 旧福間町 旧津屋崎町 福津市今回見直し 
式 タルボット式 タルボット式 タルボット式 
確率年 10 年 5 年 10 年 
参照した観測所 福岡観測所 福岡観測所 福岡観測所 
データの収集期間 1950～1989年（40年） 1949～1988年（40年） 1951～2009年（59年） 
降雨強度式 I＝4,800/（t＋29） 

60 分降雨量 53.9mm/h 
I＝4,350/（t＋27） 
60 分降雨量 50.0mm/h 

I＝6,106/（t＋36） 
60 分降雨量 63.6mm/h 

 

4.2 気候変動に対応した計画降雨 

今後は気候変動に対応した計画降雨で雨水整備を進めるため、降雨量変化倍率を乗じる。

降雨量変化倍率については次ページに示す通り、1.10 とする。 

 

気候変動に対応した計画降雨 
I＝6,106/（t＋36）×1.10 
60 分降雨量 70.0mm/h 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（R3.11 改訂） 
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第5章 浸水リスクの想定 

想定最大規模降雨と計画降雨における内水浸水シミュレーションを用いて、福津市にお

ける浸水リスクを想定する。 

 

5.1 想定最大規模降雨における内水浸水シミュレーションの実施 

想定最大規模降雨のシミュレーション結果は内水ハザードマップとして整理している。

次のページより令和 6 年度に作成した内水ハザードマップを示す。 
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5.2 気候変動に対応した計画降雨のシミュレーション結果 

第 4 章にて見直した気候変動に対応した計画降雨を用いて内水浸水シミュレーションを

行う。 
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第6章 地域ごとの整備目標・対策目標の検討 

検討対象区域内を分割したブロックごとに整備目標・対策目標を設定するため、評価指

標の設定と評価を行い、浸水対策実施区域を設定する。 

 

6.1 評価指標の設定と評価 

評価指標の設定 

評価指標は以下を使用する。 

 

表 6.1 評価指標 

項目 内容 

浸水実績の有無 収集した浸水実績を整理する。 

浸水危険度 計画降雨のシミュレーション結果を整理する。 

交通拠点施設・主要幹線 JR 駅（福間駅、東福間駅）、緊急輸送路、バスルートを対象とする。 

人口分布 250m メッシュ別将来推計人口データ（R6 国政局推計）※ 

2020 年、2040 年、2060 年人口を対象とする。 

災害時要配慮者施設 内水ハザードマップを参照する。 

防災関連施設 内水ハザードマップより避難所、市役所、交番、消防署を整理する。 

※2020 年人口は国勢調査結果の実績値であり、5 年ごとに 2070 年まで予測値が整理されている。 

 

評価方針 

令和 7 年 6 月に閣議決定された第 1 次国土強靭化実施中期計画において、「浸水実績地区

等における下水道による浸水対策完了率」を令和 22 年度までに、「浸水実績地区等における

下水道による気候変動の影響を踏まえた浸水対策完了率」を令和 40 年度までに 100％とす

る目標が設定された。 

 

出典：第１次国土強靱化実施中期計画に加筆 
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雨水管理総合計画は「再度災害防止」に加えて、「事前防災・減災」の考えを反映させる

ものであるが、昨今の雨水被害の激甚化から同じ場所での被害を繰り返さないための目標

と考えられる。今後の整備期間を考慮すると浸水実績がある排水区を優先的に気候変動の

影響を踏まえた整備をすることが効率的と考えられる。よって、重点対策地区は浸水実績の

ある排水区とする。 

福津市においても、令和 6 年、令和 7 年は 2 年続けて浸水被害が発生している。特に令

和 7 年は宗像観測所で観測史上最大を更新する 76.5mm/h を観測し、気象レーダー観測など

では 110mm/h を観測し「記録的短時間大雨情報」も発表されている。 

 

また、事前防災を考慮し浸水シミュレーション結果を反映させ、一般地区においてもクラ

ス分けを行う方針とする。 
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評価指標の評価方法 

以下のフローを用いて、各項目を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 各排水区の評価フロー 

 

なお、シミュレーション結果のフローにおける浸水深は、自動車の浸水深別被害率を参

考に 30cm とした。 

 

表 6.2 自動車の浸水深別被害率 

 

  

各排水区の評価フロー 

浸水実績 
R6、R7 

一般地区 B 一般地区 A 重点対策地区 

有 

浸水深 30cm 以上 

無 

浸水深 30cm 未満 

 
防災拠点 
交通拠点の 
SIM 結果 
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また、上記の「重点対策地区」「一般地区 A」「一般地区 B」の中でも対策の優先順位を

設定する。 

 

(1) 重点対策地区 

重点対策地区は浸水実績のある地区を対象としているため、被災時の浸水深の実績をも

とに優先順位を設定する。直近の令和 6 年、7 年のデータを使用している。 

 

表 6.3 重点対策地区の優先順位 

 

 

(2) 一般地区 

一般地区では浸水実績がないため、要配慮者施設数と 2020 年、2040 年、2060 年の人口

を各排水区で集計し、表 6.4に示すように、それぞれの順位を足し合わせ、当面、中期、

長期の対策優先順位とする。 

 

表 6.4 一般地区 A、一般地区 B の対策優先順位 

要配慮者施設

数の順位 

人口の順位 対策優先順位 

2020 年 2040 年 2060 年 当面 中期 長期 

① ② ③ ④ ①＋② ①＋③ ①＋④ 

 

 

雨水管理総合計画策定ガイドライン及び令和 7 年 6 月に閣議決定された「第１次国土強

靱化実施中期計画」を参考に対策中期を 2040 年人口、長期を 2060 年人口と設定した。 

  

R6 R7

苅目川排水区 0.30 1.50 1

井尻川排水区 0.30 1.30 2

本町排水区 － 1.10 3

寺溝排水区 0.30 1.00 4

四角排水区 － 0.80 5

手光排水区（福間） 0.10 0.60 6

北原排水区 0.50 0.35 7

津屋崎排水区 0.20 0.30 8

在自排水区 0.20 － 9

中川排水区 0.20 － 10

福間排水区 0.15 － 11

排水区
浸水深（ｍ）

優先順位
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各排水区の要配慮者施設と人口推移を表 6.5、表 6.6に示す。人口の分布は井尻川排水

区に多く、全体の順位変動は大きくない。また、要配慮者施設数は上西郷川排水区、在自排

水区に多い。 

 

表 6.5 各排水区の要配慮者施設数と人口推移 

 

 

表 6.6 各排水区の要配慮者施設数と人口推移の順位 

 

  

排水区
要配慮者

施設数
人口2020 人口2040 人口2060

鞍掛排水区 0 63 63 57

井尻川排水区 7 10,017 11,877 12,875

苅目川排水区 1 4,098 4,248 3,933

向山排水区 3 499 441 324

桜川排水区 1 8,625 8,952 8,548

四角排水区 1 4,902 5,331 5,216

寺溝排水区 1 1,566 1,759 1,758

手光排水区(福間) 5 3,388 3,530 3,336

上西郷川排水区 19 2,041 2,199 2,457

八並排水区 0 1,450 1,389 1,222

福間排水区 4 4,183 4,897 4,743

本町排水区 1 1,364 1,454 1,493

在自排水区 11 4,123 4,247 4,103

手光排水区(津屋崎) 1 2,794 3,441 3,833

中川排水区 2 2,149 2,297 2,304

津屋崎排水区 6 2,962 3,508 3,632

渡・津屋崎排水区 6 446 383 339

南町排水区 0 411 440 432

北原排水区 5 1,938 2,204 2,553

排水区
要配慮者
施設数

人口2020 人口2040 人口2060

鞍掛排水区 17 19 19 19

井尻川排水区 3 1 1 1

苅目川排水区 11 6 5 6

向山排水区 9 16 16 18

桜川排水区 11 2 2 2

四角排水区 11 3 3 3

寺溝排水区 11 13 13 13

手光排水区(福間) 6 7 7 9

上西郷川排水区 1 11 12 11

八並排水区 17 14 15 15

福間排水区 8 4 4 4

本町排水区 11 15 14 14

在自排水区 2 5 6 5

手光排水区(津屋崎) 11 9 9 7

中川排水区 10 10 10 12

津屋崎排水区 4 8 8 8

渡・津屋崎排水区 4 17 18 17

南町排水区 17 18 17 16

北原排水区 6 12 11 10
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評価結果 

上記フローをもとに評価した結果を表 6.7に示す。また、重点対策地区と一般地区 A、

B 内の優先順位を表 6.8～表 6.10に示す。 

 

表 6.7 重点対策地区と一般地区 

 

 

  

排水区 重点対策地区 一般地区

鞍掛排水区 B
井尻川排水区 ○
苅目川排水区 ○
向山排水区 B
桜川排水区 A
四角排水区 ○
寺溝排水区 ○
手光排水区(福間) ○
上西郷川排水区 A
八並排水区 A
福間排水区 ○
本町排水区 ○
在自排水区 ○
手光排水区(津屋崎) A
中川排水区 ○
津屋崎排水区 ○
渡・津屋崎排水区 B
南町排水区 A
北原排水区 ○
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表 6.8 重点地区内の優先順位 

 

 

 
図 6.2 重点地区内の優先順位 

  

苅目川排水区 1
井尻川排水区 2
本町排水区 3
寺溝排水区 4
四角排水区 5
手光排水区（福間） 6
北原排水区 7
津屋崎排水区 8
在自排水区 9
中川排水区 10
福間排水区 11

優先順位重点対策地区
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表 6.9 一般地区 A内の優先順位 

 

 

表 6.10 一般地区 B内の優先順位 

 

 

 

図 6.3 一般地区 Aおよび一般地区 B  

当面 中期 長期

上西郷川排水区 1 1 1

桜川排水区 2 1 2

手光排水区(津屋崎) 3 3 3

八並排水区 4 4 4

南町排水区 5 5 5

一般地区A
優先順位

当面 中期 長期

渡・津屋崎排水区 1 1 1

向山排水区 2 2 2

鞍掛排水区 3 3 3

一般地区B
優先順位
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6.2 対策目標・整備目標 

雨水管理総合計画策定ガイドライン及び第１次国土強靱化実施中期計画を参考に対策目

標・整備目標を設定する。これらによると、浸水実績地区においては 2040 年（R22 年）ま

でに現在の計画降雨に対して自由水面を確保するための下水道整備を行う必要がある（中

期）。ただし、その後 2058 年（R40 年）までに気候変動に対応した計画降雨に対する整備も

必要となり、ハード対策を効率的に行う必要がある。 

そこで、浸水実績のある「重点地区」に対しては、中期（2040 年）までに気候変動に対

応した計画降雨に対する整備を完了させる方針とする。 

 

長期時点における各地区の考え方を以下に示す。 

 

地区 対策目標 

重点地区 浸水実績がある地域のため、照査降雨に対応できるようソフト対策を充実

させる。 

一般地区 A 浸水実績はないが、シミュレーション上床上・床下浸水や自動車への被害が

考えられるため、気候変動に対応した計画降雨に対する整備を行う。 

一般地区 B 浸水実績も無く、シミュレーション上浸水被害も少ないため、民間のハード

対策等も考慮し、整備を進める。 

 

以上を表 6.11に整理する。 

 

表 6.11 対策・整備目標の整理 

地区 当面 中期 長期 

重点地区 気候変動対応 
（一部浸水許容） 

気候変動対応 
（自由水面確保） 

照査降雨対応 
（ソフト対策含む） 

一般地区 A ソフト対策 
（多様な主体と連携） 

ソフト対策 
（多様な主体と連携） 

気候変動対応 
（自由水面確保） 

一般地区 B ソフト対策 
（多様な主体と連携） 

ソフト対策 
（多様な主体と連携） 

気候変動対応 
（民間のハード対策等） 
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地域ごとの整備目標 

雨水対策施設の検討に用いる降雨を以下に整理する。計画降雨の見直し内容は第 4 章に

整理している。 

 

(1) 気候変動に対応した計画降雨 

今後は気候変動に対応した計画降雨で雨水整備を進めるため、降雨量変化倍率 1.10 を乗

じる。 

気候変動に対応した計画降雨 
I＝6,106/（t＋36）×1.10 

70.0mm/h 

 

 

(2) 地域ごとの対策目標設定 

気候変動に対応した計画降雨 70.0mm/h で雨水整備する方針とするが、既計画より

20mm/h 近く大きくなるため、すべての排水区で同時に整備することは現実的ではない。そ

こで、事業計画に反映するのは、期間中に整備を予定している排水区のみとし、他の排水区

はその事業計画期間中は既計画値として整理する。 

なお、宅地開発や企業進出の際に、雨水調整池の整備を指示する場合は、気候変動に対

応した計画降雨 70.0mm/h での整備を指示することとする。 

 

苅目川雨水幹線については上流に古賀市を含むため、国・県・古賀市とも必要に応じて

対策について協議を行う。 

 

また、浸水対策実施区域外（雨水の下水道区域外）についても 70.0mm/h で雨水整備する

方針とするが、重点対策地区や一般地区の整備を優先することとする。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 段階的対策方針の検討 
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第7章 段階的対策方針 

7.1 段階的対策方針時におけるメニュー案 

雨水管理総合計画策定ガイドラインにおける、段階的対策メニュー案を以下に示す。 

 

 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン 
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出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン 
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福津市において、特に効果的と考える対策メニュー案を表 7.1 に示す。 

 

表 7.1 段階的対策メニュー案 

番号 内容 対策 段階 
① 管渠の整備 ハード 当面・中期・長期 
② 農業用水路を兼用している水路の分離 ハード 当面・中期 
③ 調整池の整備（民間含む） ハード 当面・中期・長期 
④ ポンプ場の整備（排水機場の活用） ハード 当面・中期・長期 
⑤ 窪地における小規模ポンプ排水及び可搬式ポンプ ハード 当面・中期 
⑥ 開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導 ハード 当面・中期・長期 
⑦ 止水板や雨水貯留タンクなどの設置 ハード 当面・中期 
⑧ 発災前の車の避難 ソフト 当面・中期・長期 
⑨ シミュレーションモデル情報（管渠）の充実 ソフト 当面・中期・長期 
⑩ 雨水出水浸水想定区域図の見直し ソフト 当面・中期・長期 
⑪ 水位情報の発信 ソフト 当面・中期・長期 
⑫ 水位カメラの設置と情報発信 ソフト 当面・中期・長期 
⑬ 避難訓練の実施 ソフト 当面・中期・長期 
⑭ 水路情報の整理（道路側溝、農業用水路、その他河

川含む） 
ソフト 当面・中期・長期 

⑮ ため池の有効活用 ソフト 当面・中期・長期 

 

①管渠の整備 

今回計画範囲内で既設のポンプ場（排水機場）は津屋崎第一排水機のみであり、幹線の

吐き口付近にも家が張り付いており用地の確保が困難であるため、福津市においては、管渠

の整備を優先的に検討する。 

 

②農業用水路を兼用している水路の分離 

福津市においては、農業用水路と兼用している水路が多数存在する。農業用水路を利用

している時期と雨季はほぼ一致しており、これらを分離することで浸水被害を軽減できる

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農業用水 

雨水排水 

農業用水 雨水排水 

農業用水と雨水排水兼用 

現状 対策 

農業用水と雨水排水の分離 
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③調整池の整備（民間含む） 

埋設管が輻輳しているなど管渠の整備を行うことが難しい場合がある。このような場合

は、調整池の整備を検討する。 

 

④ポンプ場の整備 

下水道区域に隣接して整備されている、津屋崎第一排水機場を有効活用する。また、そ

れに伴い、西竪川、東竪川も下水道事業計画に位置付け、必要な対策を講じる。①で検討す

る管渠整備でも対策困難な場合は、ポンプ場の整備についても視野に入れた検討を行う。 

 

⑤窪地における小規模ポンプ排水及び可搬式ポンプ 

窪地においては流下先の水位が上昇すると排水が困難となることが考えられるため、小

規模ポンプ排水を検討する。また、可搬式ポンプの場合は他対策の整備完了までの暫定措置

として使うことも想定する。その他のハード対策が完了後は、照査降雨への対応や浸水発生

後の緊急対応などでも活用できる。 

 

⑥開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導 

流域治水プロジェクトで「手光今川」「西郷川」水系で推進する計画となっていたが、こ

れを福津市内全域に拡充する。駐車場等の透水性舗装や浸透桝、貯留槽、調整池を開発時に

整備するよう規制・指導する。 

 

⑦止水板や雨水貯留タンクなどの設置 

大規模な浸水対策を行うには時間がかかるため、対策が間に合わず浸水被害が発生する

恐れがある。暫定的な措置として浸水被害が発生する恐れのある家庭や施設に止水板や雨

水貯留タンクなどを設置する。 

 

⑧発災前の車両の避難 

車両は屋外に置かれていることが多く、被災しやすい資産となっている。そのため、近

隣の立体駐車場などに発災前に避難できるよう各商業施設や公共施設、避難所近くの駐車

場に協力を依頼する。ただし、福津市には立体駐車場は少ないため、平置き駐車場に止水板

などを設置することで車両の避難場所を確保する。 
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⑨シミュレーションモデル情報（管渠）の充実 

シミュレーションモデルの精度を向上させるため、φ600 未満の末端管渠までモデルに

組み込む。 

 

⑩雨水出水浸水想定区域図の見直し 

⑨において充実させた情報をもとに雨水出水浸水想定区域図を見直し、適切な浸水リス

クの周知を行う。 

 

⑪水位情報の発信 

福津市においては、令和 7 年度のワンコイン浸水センサ実証実験の参加自治体となって

いる。これを機会に水位情報を発信し、住民の避難活動の一助とする。 

 

⑫水位カメラなどの設置と情報の発信 

⑪の水位情報の発信のみならず、水位カメラなどを設置し情報を発信することで、降雨

時に水位を確認に行くリスクを低減し、避難のタイミングの参考となることが期待できる。 

 

⑬防災訓練の実施 

福津市においては、令和 7 年度に内水ハザードマップを住民に配布している。また、市内

各自治会が毎年防災訓練を実施しており、この内水ハザードマップを活用した防災訓練を

実施し、訓練内容を今後の内水ハザードマップ見直しに反映する。 

 

⑭水路情報の整理（道路側溝、農業用水路、その他河川含む） 

各所管の情報を蓄積・統合し、シミュレーションモデルに反映する。 

 

⑮ため池の有効活用 

流域治水プロジェクトにおいても「西郷川」水系で推進する計画となっているが、これ

を福津市内全域に拡充する。農業政策部署や農業関係者と十分に調整し、台風などある程度

予測ができる集中降雨に備えてため池の水位を下げておく。⑤の可搬式ポンプも活用する。 
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第8章 学識経験者意見聴収 

令和 6 年度から佐賀大学理工学部理工学科都市工学部門の大串教授と意見聴収会議を行

っている。表 8.1 に令和 6 年度からの意見聴収会議の実施状況を、図 8.1 に令和 7 年度の

意見聴収会議の様子を示す。 

 

表 8.1 意見聴収会議実施状況 

学識経験者 佐賀大学理工学部理工学科都市工学部門 大串浩一郎教授 

R6 

第 1 回 
2024/11/15 

・福津市の概要と雨水整備状況及び浸水被害状況の説明 
・シミュレーションモデル作成方針及び検討手法の確認 
・雨水管理総合計画策定方針について説明 

第 2 回 
2025/3/19 

・シミュレーション結果の説明 
・浸水要因分析と地域ごとの課題の説明 
・今後の対策方針について意見交換 

R7 

第 1 回 
2025/7/23 

・前回提案いただいたモデルの改善に関する検討結果の報告 
・地域ごとの整備目標・対策目標について検討方針の確認 
・段階的対策方針について検討内容の確認 
・現地確認 

第 2 回 
2025/12/24 

・雨水管理総合計画（案）の説明 
・対策の具体化に向けた課題整理と解決策について意見交換 

 

 

図 8.1 意見聴収会議の様子（左：2025/7/23：井尻川雨水幹線、右：2025/12/24：佐賀大学内会議室） 
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